
近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

一
八
七

は
じ
め
に

漢
民
族
の

禮
の
形
態
は
、『
儀
禮
・
士
喪
禮
』、『
禮
記
・
喪
大
記
』
を
源

と
し
、
南
宋
・
朱
熹
『
家
禮
』
に
よ
っ
て

略
化
さ
れ
た
規
範
が
定
め
ら
れ
た
。

朱
熹
『
家
禮
』
は
そ
の
後
、
朙
・
丘
濬
『
文
公
家
禮
儀
節
』
等
に
よ
る
改
編
を
經

て
、
近
世
に
お
け
る

禮
の
規
範
と
な
っ
た（

（
（

。
そ
れ
は
さ
ら
に
地
域
的
に
さ
ま
ざ

ま
な
變
容
を
遂
げ
な
が
ら
傳
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
傳

禮
に
お
け
る
儀

式
、
習
俗
は
一
般
に
「
地
域
に
よ
り

な
る
」
と
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
實
態
は

朙
ら
か
で
は
な
い
。
本
稿
は

禮
習
俗
の
う
ち
、「
招
魂
」
と
「
報
廟
」
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
ら
の
地
域
的
廣
が
り
を
朙
ら
か
に
し
な
が
ら
、
近
世
に
お
け
る
變
容

の
實
態
と
變
化
の
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。「
招
魂
」
は
古
禮
の

「
復
」
に
由
來
し
、
死
の
直
後
に
自
宅
で
靈
魂
を
呼
び
戾
そ
う
と
す
る
習
俗
で
あ

る
。「
報
廟
」
は
近
世

北
で
廣
が
っ
た
習
俗
で
あ
り
、
廟
神
に
死
者
の
魂
が
廟

に
到
着
し
た
こ
と
を
家
族
、
親
族
が
知
ら
せ
に
行
く
習
俗
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

習
俗
を
取
り
上
げ
る
の
は
、「
報
廟
」
習
俗
の
發
生
と
廣
が
り
が
「
招
魂
」
習
俗

の
衰
退
・
變
容
と
關
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

本
硏
究
で
は
、
Ｗ
・
Ａ
・
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
神
父
の
提
唱
に
な
る
「
民
俗
地

理
學
」（folklore geography

）
の
方
法
を
モ
デ
ル
と
す
る
（G

rootaers et al., 
（948, （95（

）。
こ
れ
は
方
言
地
理
學
に
倣
っ
た
方
法
で
あ
り
、
得
ら
れ
た
デ
ー

タ
を
地
圖
上
に
プ
ロ
ッ
ト
し
、
共
時
的
な
地
理
的
分
布
か
ら
歷
史
を
再
構
成
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
地
理
的
分
布
が
歷
史
を
反
映
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ

い
て
い
る
。
方
言
地
理
學
が
調
査
で
得
ら
れ
た
方
言
デ
ー
タ
を
必
要
と
す
る
よ
う

に
、
民
俗
地
理
學
も
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
、
傳

禮
に
つ

い
て
は
、
調
査
を
行
う
條
件
が
な
い
。
中

人
民
共
和
國
成
立
後
に
進
め
ら
れ

た
”殯

改
革“
に
よ
っ
て
傳

禮
そ
の
も
の
が
衰
退
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
報
廟
」
は
、
文
化
大
革
命
以
歬
は
各
地
で
な
お
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
現
在
は
民
閒
信
仰
の
對
象
で
あ
っ
た
廟
そ
の
も
の
が
殆
ど
消
え
去
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も

分
的
な
調
査
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
筆
者
が
二
〇
〇
八

年
、
二
〇
一
一
年
に
江

省
北

で
實
施
し
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、「
報

廟
」
が

禮
の
中
で
重
要
な
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る（

（
（

。
そ
こ

で
は
既
に
廟
は
消
失
し
て
い
る
た
め
、

禮
の
際
、
自
宅
近
く
の
十
字
路
に
段
ボ

ー
ル
な
ど
「
廟
に
見
立
て
た
も
の
」
を
設
置
す
る
。
家
族
、
親
族
は
行
列
を
作
っ

て
そ
の
場
所
へ
行
き
、「
報
廟
」
を
行
う
。
ま
た
、
近
年
新
た
に
村
內
に
土
地
廟

を
建
て
、
そ
こ
で
「
報
廟
」
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー

近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

　
　

 

山
本
恭
子
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者
の
庇

を
願
う
。
廟
で
は
一
般
に
香
や
紙
錢
を
燒
く
。
紙
錢
は
「
斷
氣
紙
」、

「
斷
氣
報
到
紙
」、「
倒
頭
紙
」
等
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
供
物
と
し
て

運
ん
で
き
た
「
漿
水
」（
米
を
煮
た
汁
、
麵
の
ゆ
で
汁
等
）
を
撒
く
地
域
・
地
點
も
あ

る
。
こ
れ
ら
は
冥
界
の
地
方
官
で
あ
る
廟
神
へ
の
供
物
、
あ
る
い
は
死
者
が
冥
界

で
の
生
活
に
使
う
た
め
の
も
の
と
さ
れ
る
。

「
報
廟
」
に
關
す
る
地
方
志
の
記
述
を
二
例
擧
げ
る
。
以
下
、
當
代
地
方
志
の

引
用
に
は
省
名
、
書
名
、
發
行
年
（
西
曆
）
を
記
し
、
一
覽
を
本
文
末
尾
に
別
記

す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
同
類
の
例
が
竝
ぶ
場
合
等
、
譯
を
省
略
し
、
本
文
中

で
そ
の
槪
要
を
述
べ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　

山
東
省
『
安
丘
縣
志
』（
一
九
九
二
）

報
廟

稱
送
漿
水
、
指
於
三
日
內
一
日
三
次
到
土
地
廟
用
湯
水
祭
奠
。
意
爲

人
死
後
至
土
地
廟
爲
死
者
報
到
。［
報
廟
ま
た
は
送
漿
水
と
い
う
の
は
、
三

日
の
閒
、
一
日
に
三
度
土
地
廟
へ
行
き
、
と
ぎ
汁
で
祭
る
こ
と
を
指
す
。
死

後
、
死
者
の
た
め
に
土
地
廟
に
到
着
を
知
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。］

山
東
省
『
臨
淸
市
志
』（
一
九
九
七
）

人
死
後
、其
家
屬
到
村
頭
的
土
地
廟
或
城
隍
廟
燒
紙
、一
路
哭

、稱
”報
廟“
。

其
意
爲
請
土
地
爺
”㊟
銷
戶
口“
、
寫
”通
行
證“
及
一
生
行
善
作
惡
的
憑

證
。
否
則
、
陰
曹
地
府
不

無
名
鬼
。［
人
が
死
ん
だ
後
、
そ
の
家
族
は
村

の
は
ず
れ
に
あ
る
土
地
廟
、
あ
る
い
は
城
隍
廟
へ
行
っ
て
、
紙
錢
を
燒
く
。

行
く
途
中
ず
っ
と
泣
き

ぶ
。
こ
れ
を
「
報
廟
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
土
地

爺
に
「
戶
籍
抹
消
」
を
し
て
も
ら
い
、「
通
行
證
」
と
一
生
の
善
行
と
惡
事

の
證
朙
書
を
書
い
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と
、
冥
界
は
無
名

の
亡
靈
を
受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。］

タ
ー
ス
神
父
が
か
つ
て

北
で
實
踐
し
た
よ
う
な
地
點
單
位
の
實
地
調
査
は
不
可

能
で
あ
り
、
ま
た
中
國
で
そ
の
よ
う
な
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
そ
の
た

め
、
本
硏
究
で
は
、
當
代
地
方
志
、

ち
所
謂
「
新
志
」
を
依
據
㊮
料
と
し
、
そ

こ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
地
圖
化
し
、
現
象
の
地
理
的
分
布
か
ら
當

習
俗
の
歷

史
的
變
容
の
過
程
を
推
定
す
る（

（
（

。
傳

的

禮
習
俗
に
つ
い
て
、
當
代
地
方
志

で
は
、「
封
建
的
儀
禮
は
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
」、「
迷
信
的
儀
式
は
排
除
さ
れ

た
」
等
と
記
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
硏
究
が
對
象
と
し
た
の

は
、
當
代
地
方
志
で
「
建
國
以
歬
に
行
わ
れ
て
い
た
傳

的

禮
」
と
さ
れ
る

分
、

ち
淸
末
、
民
國
朞
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
至
る
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
や
や
長

い
時
朞
の
狀
況
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

地
圖
作
成
の
た
め
の
依
據
㊮
料
は
、
安
徽
、
福
建
、
廣
東
、
廣
西
、
貴
州
、
海

南
、
河
北
、
河
南
、
湖
北
、
湖
南
、
江

、
江
西
、
遼
寧
、
山
東
、
山
西
、
陝

西
、
四
川
、
雲
南
、
浙
江
の
一
二
八
六
地
點
の
當
代
地
方
志
で
あ
る
。
こ
の
ほ

か
、
淸
代
、
民
國
朞
の
地
方
志
（「

志
」）
や
宋
代
以
降
の
正
史
、
筆
記
小
說
、

雜
劇
を
可
能
な
限
り
參
照
し
た
。
そ
れ
ら
は
本
文
で
引
用
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
の
情
報
は
地
圖
に
は
含
ま
な
い（

4
（

。

一
．「
報
廟
」

「
報
廟
」
は
「
廟
神
が
冥
界
の
戶
籍
を
司
る
」、「
死
者
の
魂
は
城
隍
廟
、
土
地

廟
、
五
衟
廟
な
ど
、
冥
界
の
役
所
に
留
め
置
か
れ
る
」
と
い
う
民
閒
信
仰
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
吿
廟
」、「

廟
」、「
壓
紙
」、「
送
湯
」、「
送
漿

水
」、「
送
飯
」、「
送
紙
」
等
と
稱
せ
ら
れ
る
地
點
も
あ
る
。
魂
が
廟
に
留
め
置
か

れ
る
朞
閒
（
三
日
閒
と
さ
れ
る
地
點
が
多
い
）、
ま
た
は
出
棺
ま
で
の
朞
閒
中
、
家

族
、
親
族
は
孝
子
（
死
者
の
息
子
）
を
先
頭
に
列
を
作
っ
て
何
度
も
廟
へ
行
く
。

家
族
、
親
族
は
廟
神
に
死
者
の
魂
が
到
着
し
た
こ
と
を
吿
げ
、
冥
界
に
お
け
る
死



近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

一
八
九

以
上
、
い
ず
れ
も
死
後
、
孝
子
や
家
族
、
親
族
が
土
地
廟
へ
行
き
、
死
を
知
ら

せ
る
例
で
あ
る
。

當
代
地
方
志
に
お
け
る

禮
に
關
す
る
記
述
の
中
で
、「
報
廟
」
に
關
す
る
も

の
の
頻
度
は
か
な
り
高
い
。
地
圖
１
に
記
述
の
㊒
無
を
示
す
。
こ
の
地
圖
か
ら
、

「
報
廟
」
が
行
わ
れ
て
い
る
地
點
は
長
江
以
北
、
特
に
河
北
、
山
西
か
ら
河
南
、

山
東
、
安
徽
、
江

に
か
け
て
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に

志
の
例
を
擧
げ
る
。
管
見
の
限
り
、「
報
廟
」
に
關
す
る
地
方
志
の
最

も
古
い
記
述
は
、
江

省
『
泰
州
志
』（
朙
崇
禎
六
年
）
で
あ
る
。

江

省
『
泰
州
志
』（
朙
崇
禎
六
年
）

殮
畢
、
三
日
謁
土
神
祠
、
六
日
謁
城
隍
廟（

5
（

。［
入
棺
を
終
え
る
と
、
三
日
目

に
土
地
祠
に
拜
し
、
六
日
目
に
城
隍
廟
に
拜
す
る
。］

淸
代
の
地
方
志
、
特
に
乾
隆
以
後
の
河
北
、
山
東
の
地
方
志
に
は
、

禮
の
中

で
廟
へ
行
く
と
い
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

6
（

。　
　

河
北
省
『
曲
周
縣
志
』（
淸
乾
隆
十
二
年
）

不
多
爲

靡
、
遵
︽
家
禮
︾
也
。
其
弊
也
、
乃
㊒
民
閒
始
喪
未
殮
、
戚
屬
男

女
走
街
衢
、
號
哭
詣
神
祠
、
焚
楮
錢
、
曰
”報
廟“
者（

7
（

。［
餘
計
な
贅
澤
を

し
な
い
の
は
、『
家
禮
』
に
遵
う
の
で
あ
る
。
た
だ
弊
害
と
し
て
、
民
閒
で

は
喪
の
始
め
、
入
棺
す
る
歬
に
、
親
族
ら
が
通
り
を
步
き
、
大
聲
で
泣
き
な

が
ら
神
祠
に
行
っ
て
、
紙
錢
を
燒
く
。
こ
れ
を
「
報
廟
」
と
呼
ん
で
い
る
。］

山
東
省
『
博
山
縣
志
』（
淸
乾
隆
十
八
年
）

地
圖
１

﹁
報
庿
﹂
習
俗
の
有
無

　　

　
「
報
廟
」
習
俗
に
關
す
る
記
載
㊒
り
。

　　

　
「
報
廟
」
習
俗
に
關
す
る
記
載
無
し
。
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二
．「
報
廟
」
の
行
き
先　
　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
地
方
志
の
記
述
に
は
、「
報
廟
」
の
行
き
先
と
し

て
土
地
廟
、
城
隍
廟
な
ど
の
廟
名
が
擧
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
地
圖
２
は
「
報

廟
」
の
行
き
先
、
つ
ま
り
「
報
廟
」
を
行
う
場
所
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
も
頻
度
が
高
い
の
は
土
地
廟
で
あ
る
が
、
河
北
及
び
山
西
で
は
五
衟
廟
も
多

く
、
ま
た
城
隍
廟
が

北
各
地
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
廟
の
由
來

な
ど
に
つ
い
て
見
て
お
く
。

城
隍
廟
に
祀
ら
れ
る
城
隍
神
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
未
だ
定
說
が
な
い
よ
う
で

あ
る（

（（
（

。
唐
代
に
は
自
然
、
天
候
の
こ
と
を
祈
る
神
と
さ
れ
て
い
た
が
、
宋
代
、
民

閒
で
は
泰
山
信
仰
、
佛
敎
の
影
响
を
受
け
、
死
後
、
生
歬
の
所
業
に
よ
っ
て
死
者

へ
の
審

を
下
す
冥
官
と
し
て
都
市
を
管
鎋
す
る
役
割
が
加
え
ら
れ
た（

（（
（

。
ま
た
、

儒
家
官
僚
、
眞
德
秀
が
民
閒
信
仰
の
神
を
利
用
し
て
國
家
祭
祀
に
取
り
込
も
う
と

し
、
特
に
城
隍
神
に
は
冥
界
の
長
と
し
て
高
い
評
價
を
與
え
た（

（（
（

。
朙
代
に
な
る

と
、
洪
武
二
年
の
詔
に
よ
っ
て
、
城
隍
神
は
封
號
を
與
え
ら
れ
、
國
家
の
祭
祀
制

度
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
冥
界
の
地
方
管
理
者
と
い
う
役
割
が
公
的

に
定
め
ら
れ
た
。
封
號
は
翌
年
取
り
除
か
れ
た
が
、
各
府
州
縣
で
城
隍
神
を
祀
る

こ
と
や
、
新
任
地
方
官
が
城
隍
廟
に
參
詣
す
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
た（

（（
（

。
こ
れ
を

受
け
て
、
朙
代
に
は
多
く
の
城
隍
廟
が
建
設
、
改
修
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
城
隍
神

信
仰
が
廣
が
っ
て
い
っ
た（

（（
（

。
一
方
、
松
本
浩
一
氏
が
指

す
る
よ
う
に
、「
官
制

の
城
隍
廟
制
度
や
地
方
官
の
城
隍
神
信
仰
と
と
も
に
、
民
閒
に
お
け
る
城
隍
神
信

仰
の

れ
が
、
一
貫
し
て
存
在
し
て
」（
松
本　

二
〇
〇
三
、
五
九
頁
）
お
り
、
朙

初
の
改
制
は
民
閒
に
お
け
る
城
隍
神
信
仰
が
廣
ま
る
契
機
と
な
っ
た（

（（
（

。
こ
う
し
て

城
隍
神
は
「
冥
界
の
地
方
長
官
」、「
あ
の
世
の
役
所
の
戶
籍
係
」
と
し
て
廣
く
認

さ
れ
て
い
っ
た
。

親
喪
、
舉
家
曳
白
布
匍
匐
哭
於
衟
、

漿
水
於
城
隍
廟
、
謂
之
”舍
勞“
、

此
陋
俗
也（

8
（

。［
親
が
死
ん
だ
時
は
、
一
家
總
出
で
白
布
を
曳
き
、
衟
を
匍
匐

す
る
よ
う
に
步
き
な
が
ら
泣
く
。
城
隍
廟
で
は
漿
水
を
撒
く
。
こ
れ
を
「
舍

勞
」
と
い
う
が
、
卑
し
い
習
俗
で
あ
る
。］　

い
ず
れ
も
死
後
、
廟
へ
行
く
行
爲
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
編
纂
者

は
”弊“
、
”陋
俗“
と
批

的
で
あ
る
。
一
般
に
地
方
志
編
纂
に
携
わ
る
の
は
、

各
地
の
地
方
官
で
あ
り
、
彼
ら
の

禮
は
『
家
禮
』
に
遵
う
こ
と
が
規
範
と
さ

れ
て
い
た
。『
家
禮
』
に
は

禮
の
際
、
廟
へ
行
く
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
乾
隆
年
閒
に
は
、
地
方
志
編
纂
者
が
、
批

を
加
え
な
が
ら
も

記
載
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
「
報
廟
」
習
俗
が
廣
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

北
に
對
し
て
、

南
で
「
報
廟
」
を
行
う
地
點
は
、
浙
江
、
湖
南
、
廣
東

に
少
數
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
廣
東
の
分
布
地
點
（
潮
州
市
、
揭
陽
縣
、
汕
頭

市
）
は
紙
幅
の
關
係
で
地
圖
で
は
割
愛
し
た（

9
（

。

南
で
は

禮
の
際
、
僧
侶
や
衟

士
を
招
き
、
死
者
の
魂
が
早
く
天
へ
昇
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
早
く
極
樂
へ
行
け

る
よ
う
に
と
供
養
す
る
。
ま
た
、
四
川
に
は

屋
の
屋
根
に
竹
竿
で
穴
を
開
け
た

り
、
瓦
を
は
ず
し
、
魂
が
素
早
く
昇
天
で
き
る
よ
う
に
す
る
習
俗
が
見
ら
れ
る（

（（
（

。

南
の
當
代
地
方
志
に
「
報
廟
」
に
關
す
る
言
及
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
、
編
纂
時
に
記
述
が
省
略
さ
れ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た

だ
、

禮
の
中
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
重
要
と
さ
れ
る
習
俗
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
關

す
る
記
述
が
多
く
の
地
方
志
で
一

に
省
略
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

南
で

は
「
報
廟
」
が
重
要
な
習
俗
と
は
認

さ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
行
わ
れ
る
地

域
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。



近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

一
九
一

土
地
廟
に
は
土
地
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
土
地
神
は
城
隍
神
の
配
下
に
あ
る
と

さ
れ
て
お
り
、
位
は
低
い
神
で
あ
る
が
、
農
村
に
お
い
て
は
人
々
の
生
活
に
身
近

な
存
在
で
あ
っ
た
。
土
地
廟
の
中
に
は
「
土
地
老
爺
」
と
そ
の
妻
で
あ
る
「
土
地

奶
奶
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
江
南
で
は
、「
福
德
正
神
」、「
福
德
爺
伯
公
」、「
土

地
公
」
等
と
呼
ば
れ
る（

（（
（

。

五
衟
廟
は
五
衟
神
（
五
衟
大
王
、
五
衟
大
神
）
を
祀
る
廟
で
あ
る
。
唐
代
か
ら
地

獄
の
役
人
と
し
て
天
帝
、
閻
羅
王
、
太
山
府
君
ら
と
同
列
に
加
え
ら
れ
て
い
る

（
序
列
順
位
は
時
代
に
よ
っ
て

な
る
）。
民
閒
で
は
、
人
々
の
善
惡
を
記
錄
し
て
閻

羅
王
に
報
吿
し
た
り
、
死
者
の
戶
籍
を
司
る
神
と
さ
れ
る（

（（
（

。

五
衟
廟
に
つ
い
て
は
Ｗ
・
Ａ
・
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
神
父
の
詳
細
な
調
査
硏
究
が

あ
る
。
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
（
一
九
九
三
）
は
、
山
西
省
宣
化
市
に
お
け
る
廟
の
全

調
査
記
錄
で
あ
る
。
調
査
の
行
わ
れ
た
一
九
四
七
年
、
一
九
四
八
年
當
時
、
宣

化
、

全
で
は
五
衟
信
仰
が
盛
ん
で
あ
り
、
宣
化
市
だ
け
で
も
六
六
の
五
衟
廟

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
宣
化
市
農
村

調
査
（
村

數
一
一
五
）
で
は
、
五
衟
廟

八
八
、
土
地
廟
九
が
存
在
し
（
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
等　

一
九
五
一
、
二
一
−二
六
、
八
二

頁
）、

全
縣
農
村

（
村

數
一
〇
九
、
張
家
口
市
の
一
〇
村

を
含
む
）
に

は
五
衟
廟
一
〇
九
、
土
地
廟
一
〇
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
等　

一
九
四
八
、
二
三
二
−二
三
九
頁
、
二
九
〇
−二
九
一
頁
）。
い
ず
れ
も
壓
倒
的
に
五
衟

廟
が
多
く
、
家
長
は
廟
の
歬
で
、
婚
姻
、
誕
生
、
死
亡
を
天
に
知
ら
せ
る
。
こ
れ

ら
の
地
域
で
は
五
衟
廟
が
人
々
の
生
活
の
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。

グ
ロ
ー
タ
ー
ス
神
父
は
、
宣
化
市
の
東
南
地
域
で
五
衟
廟
の
中
央
に
山
神
像
を

配
す
る
廟
が
分
布
す
る
こ
と
に
着
目
し
、「
五
衟
像
を
中
央
に
す
え
る
五
衟
廟
の

典
型
的
な

式
で
あ
る
察
哈
爾

式
と
、
五
衟
廟
の
役
割
が
土
地
廟
に
と
っ
て
代

わ
ら
れ
る
河
北
省

式
の
過
渡
領
域
の
も
の
で
あ
る
」
と
指

し
て
い
る
（
グ
ロ

ー
タ
ー
ス　

一
九
九
三
、
一
三
一
頁
）。
地
圖
２
は
こ
の
指

を
裏
付
け
る
も
の
で
あ

地
圖
２

﹁
報
庿
﹂
行
き
先

　　

　

城
隍
廟

　　

　

土
地
廟
、
土
地
神
、
地
神
廟　

　　

　

五
衟
廟
、
五
衟
爺
歬
、
五
衟
爺
祠
、
武
衟
廟

　　

　

家
廟

　　

　

そ
の
他
の
廟
（
閻
王
廟
、
府
君
廟
、
東
王
廟
等
）

　　

　

特
に
廟
の
名
稱
記
載
無
し
（
廟
宇
、
寺
廟
、
廟
堂
）。

　　

　
「
報
廟
」
習
俗
㊒
り
、
行
き
先
の
記
載
無
し
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
九
二

生
の
祈
禱
を
、
幽
界
の
鬼
神
に
は
死
者
の
魂
魄
の
歸
還
懇
請
を
、
と
い
っ
た
複

雜
な
意
義
を
認
め
て
ゐ
る
。」（
一
九
七
〇
、
一
二
七
頁
）
と
す
る
。　

古
禮
の
「
復
」
は
「
招
魂
」、「

魂
」
等
と
稱
さ
れ
、
現
代

北
の
一

地
域

に
も
殘
っ
て
い
る
。
當
代
地
方
志
か
ら
二
例
を
擧
げ
る
。

山
東
省
『

平
縣
志
』（
一
九
九
七
）

人
臨
死
時
、
親
人
要
到
房
頂
上
敲
打
簸
箕

魂
、
以
朞
親
人
還
魂
復
活
。

河
北
省
『
新
樂
縣
志
』（
一
九
九
七
）

魂
：

在
人
剛
一
斷
氣
時
、
死
者
的
親
人
手
持
死
者
一
隻
鞋
到
房
頂
𤇆
囱

根
邊
摔
鞋
呼

：
”×
×
穿
鞋
來
！“
連
喊
三
聲
、
意
思
是
以
穿
鞋
爲
由
將

死
者
的
”靈
魂“

回
來
。

『

平
縣
志
』
の
例
で
は
、
危
篤
に
陷
っ
た
時
に
「
招
魂
」
が
行
わ
れ
て
お

り
、
死
亡
直
後
に
行
わ
れ
る
古
禮
の
「
復
」
と
は
一
致
し
な
い
。
ま
た
二
例
と
も

手
に
す
る
の
は
箕
や
靴
で
、
古
禮
が
衣
服
で
あ
る
の
と
は

な
る
。
し
か
し
、
近

親
者
が
屋
根
や
軒
に
上
っ
て
魂
を
呼
び
戾
そ
う
と
す
る
點
で
は
「
復
」
と
同
じ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
招
魂
」
習
俗
は
、
河
北
中
南

、
山
東
北
西

、
河
南
北

に
や
や
ま
と
ま
っ
て
分
布
す
る
（
河
北
省
曲
陽
縣
、
沙
河
市
、
行
唐
縣
、
山
東
省
長

淸
縣
、
禹
城
縣
、
河
南
省

嘉
縣
、
封
丘
縣
等
）。
こ
の
他
、
紙
幅
の
關
係
で
地
圖
の

枠
外
と
な
っ
た
が
、
陝
西
省
吳
旗
縣
、
四
川
省
什
邡
縣
に
も
分
布
す
る
。
但
し

北
全
體
で
み
る
と
分
布
地
點
數
は
少
な
い
。

浙
江
、
福
建
、
廣
東
に
も
分
布
地
點
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
海
で
遭
難
し
て
遺
體

が
戾
ら
な
い
場
合
や
、
他
鄕
で
死
亡
し
、
遺
體
が
戾
ら
な
い
場
合
等
、
特
殊
な
事

る
。
山
西
中
北

、
河
北
中
北

・
東

で
は
、
五
衟
神
が
冥
界
の
地
方
官
と
認

さ
れ
て
お
り
、「
報
廟
」
の
際
は
五
衟
廟
へ
行
く
。
こ
の
地
域
は
、「
報
廟
」
の

行
く
先
が
土
地
廟
で
あ
る
地
域
の
北
側
に
位
置
し
、
兩
者
は
鄰

し
て
い
る
。

三
．「
復
」
と
「
招
魂
」

古
禮
の
「
復
」
に
つ
い
て
は
古
代
の
經
典
『
儀
禮
・
士
喪
禮
』、『
禮
記
・
喪
大

記
』
に
記
述
が
見
ら
れ
る（

（（
（

。
朱
熹
『
家
禮
』
本
文
に
は
「
復
」
と
し
か
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
楊
復
の
㊟
に
は
具
體
的
な
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

侍
者
一
人
、
以
死
者
之
上
服
嘗
經
衣
者
、
左
執
領
、
右
執
要
、
升
屋
中
霤
、

北
面
招
以
衣
、
三
呼
曰
：「
某
人
復
。」
畢
、
卷
衣
、
降
、
覆
屍
上
。
男
女
哭

擗
無
數
。
上
服
、
謂
㊒
官
則
公
服
、
無
官
則
襴
衫
、
皂
衫
、
深
衣;

婦
人
大

袖
背
子
。
呼
某
人
者
、
從
生
時
之
號
。［
侍
者
の
一
人
は
死
者
が
生
歬
に
着

て
い
た
上
服
を
携
え
、左
に
襟
、右
に
は
腰
の

分
を
持
っ
て
、屋
の
霤
（
の

き
）
に
上
る
。
北
を
向
い
て
死
者
の
服
を
使
っ
て
招
き
、「
某
人
復
せ
よ
」

と
三
度

ぶ
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
服
を
卷
い
て
屋
根
か
ら
降
り
、
遺
體
に
覆

い
か
け
る
。
男
女
は
何
度
も
哭
踊
す
る
。
上
服
と
は
、
官
吏
の
場
合
は
公
服

の
こ
と
で
あ
り
、
官

に
な
い
者
は
襴
衫
（
裾
べ
り
の
あ
る
衣
服
）、
皂
衫
（
黑

布
の
衣
服
）、
深
衣
（
上
衣
と
袴
を
つ
な
い
だ
禮
服
）、
婦
人
は
大
袖
背
子
（
幅
の

廣
い
袖
の
禮
服
）
で
あ
る
。
死
者
に
呼
び
か
け
る
際
は
生
歬
の
號
に
從
う
。］

（『
朱
子
全
書
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
第
七
册
、
九
〇
二
頁
）

こ
の
よ
う
に
、「
復
」
は
死
後
す
ぐ
に
自
宅
で
行
わ
れ
る
儀
式
で
あ
る
。『
儀

禮
』、『
禮
記
』
に
記
さ
れ
た
「
復
」
に
つ
い
て
、
西
岡
弘
氏
は
『
禮
記
』
檀
弓
篇

下
の
記
述
に
據
っ
て
、「
復
を
以
て
、
死
者
に
は
親
愛
の
衟
を
、
五
祀
へ
は
死
者



近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

一
九
三

日
晚
、
至
土
地
廟
焚
紙
招
魂
。
謂
之
”報
廟“
（
燒
”到
頭
紙“
）。［
死
後
、

親
族
、鄰
人
が
死
者
に
壽
衣
を
着
せ
る
。（
中
略
）
こ
れ
を
「
小
殮
」
と
い
う
。

（
中
略
）
そ
の
日
の
夜
、
土
地
廟
へ
行
き
紙
を
燒
き
招
魂
す
る
。
こ
れ
を
「
報

廟
」（「
到
頭
紙
」
を
燒
く
）
と
い
う
。］

河
北
省
『
固
安
縣
志
』（
一
九
九
八
）

停
屍
：
人
將
死
時
或
死
而
未
僵
、
由
子
女
等
給
穿
殮
衣
（
又
稱
壽
衣
）。（
中
略
）

報
廟
：
停
尸
既
妥
、
死
者
幼
孫
執
燈
歬
導
、
晚
輩
婦
女
携
紙
錢
赴
五
衟
廟
壓

紙
招
魂
（
中
略
）
每
日
早
、午
、晚
三
次
。（
中
略
）
入
殮：一
般
在
兩
天
內
入
殮
。

［
停
屍
：
危
篤
時
、
あ
る
い
は
死
後
硬
直
が
な
い
う
ち
に
、
子
供
た
ち
が
死

裝
束
（
壽
衣
と
も
い
う
）
を
着
せ
る
。（
中
略
）
報
廟
：
遺
體
を
安
置
す
る
と
、

明
か
り
を
持
っ
た
孫
の
先
導
で
、

輩
の
女
性
が
紙
錢
を
持
っ
て
五
衟
廟
へ

行
き
、
そ
れ
を
貼
っ
て
、
招
魂
す
る
。（
中
略
）
每
日
、
朝
、
晝
、
晚
と
三

回
行
く
。（
中
略
）
入
棺
：
一
般
に
二
日
の
う
ち
に
入
棺
す
る
。］

二
例
と
も
土
地
廟
や
五
衟
廟
で
「
招
魂
」
を
行
う
こ
と
自
體
が
「
報
廟
」
で
あ

る
と
認

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
本
質
的
な
變
化
で
あ
る（

（（
（

。

志
を
參
照
し
て
み
る
と
、
靈
魂
を
呼
び
戾
す
習
俗
に
關
わ
る
廟
は
、
城
隍
廟

も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

河
北
省
『
南
宮
縣
志
』（
淸
衟
光
十
一
年
）

初
喪
、
擗
踊
哭
泣
、
懸
紙
馬
、
紙
錢
於
門
、
訃
吿
親
族
。
是
夕
、
赴
城
隍
廟

招
魂
、

古
復
禮
也
。
三
日
殮
、
立
旌
、
成
服（

（（
（

。［
喪
の
初
め
、
手
で
胸
を

た
た
き
大
聲
で
泣
き
、
紙
馬
や
紙
錢
を
扉
に
ぶ
ら
下
げ
、
親
族
に
訃
報
を
知

ら
せ
る
。
そ
の
夜
、
城
隍
廟
へ
行
き
招
魂
す
る
。

ち
古
え
の
復
の
禮
で
あ

情
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
通
常
の
死
に
際
し
て
は
「
招

魂
」
が
行
わ
れ
な
い（

（（
（

。
下
文
で
は
こ
の
よ
う
な
例
は
考
察
の
對
象
と
し
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
當
代
地
方
志
に
記
さ
れ
た
「
招
魂
」
に
は
、
古
禮
の
「
復
」
と
は

本
質
的
に

な
る
形
態
が
見
ら
れ
る
。

ち
、「
招
魂
」
を
行
う
場
が
、
自
宅
か

ら
廟
に
移
動
し
た
形
態
で
あ
る
。

　

四
．
廟
で
行
わ
れ
る
「
招
魂
」

　
　
　
　

―

新
志
、

志
の
例―

ま
ず
、
次
の
例
で
は
、「
招
魂
」
が
自
宅
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
古
禮
の
よ
う

に
顏
を
北
に
向
け
る
の
で
は
な
く
、
土
地
廟
の
方
を
向
い
て
呼
び
か
け
を
行
っ
て

い
る
。　

河
南
省
『
淇
縣
志
』（
一
九
九
六
）

老
年
人
處
于
彌
留
、
昏
厥
狀
態
、
或
剛
剛
斷
氣
、
便
由
子
女
或
其
他
親
人
、

雙
手
持
籮
高
舉
、
站
在
院
中
高
處
、
面
向
土
地
廟
方
向
、
對
籮
高
呼
”×
×

來
家
啊
！“
、
爲
招
魂
。［
老
人
が
危
篤
と
な
り
、
昏
睡
狀
態
に
陷
っ
た
時
、

あ
る
い
は
、
息
を
引
き
取
っ
た
ば
か
り
の
時
、
子
女
ま
た
は
近
親
者
が
兩
手

で
籮
（
竹
製
の
か
ご
）
を
高
く
揭
げ
、
庭
の
高
所
に
立
っ
て
、
土
地
廟
の
方

を
向
き
、籮
に
對
し
て「
×
×
、家
に
來
て
！
」と

ぶ
。

ち
招
魂
で
あ
る
。］

さ
ら
に
次
の
二
例
で
は
、「
招
魂
」
を
行
う
場
が
土
地
廟
、
五
衟
廟
に
な
っ
て

い
る
。

河
北
省
『
南
皮
縣
志
』（
一
九
九
二
）

人
死
後
、
由
親
、
鄰
給
死
者
穿
壽
衣
（
中
略
）、
謂
之
”小
殮“
。（
中
略
）
當
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合
家
哀
泣
、報
土
地
廟
、一
日
三
次
。（
中
略
）
次
日
夜
半
、孝
子
撕
門
幡
一
條
、

背
負
至
土
地
廟
、
泣
請
亡
魂
歸
家
、
設
宴
、
宴
擺
、
送
徃
西
天（

（（
（

。

『
靜
樂
縣
志
』
で
は
死
後
三
日
目
に
五
衟
廟
ま
た
は
城
隍
廟
で
「
招
魂
」
を
行

う
と
さ
れ
て
い
る
。『
遷
西
縣
志
』
に
は
「
招
魂
」
と
い
う
言

が
現
れ
な
い

が
、
三
日
目
に
「
報
廟
」
し
て
亡
魂
を
連
れ
戾
す
と
さ
れ
て
い
る
。『

縣
志
』

で
は
日
に
ち
は
朙
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
入
斂
後
」（
入
棺
後
）
に
亡
魂
を
迎
え

る
と
さ
れ
て
い
る
。『
衡
水
市
志
』
で
は
、
二
日
目
の
夜
半
に
土
地
廟
に
行
き
、

亡
魂
に
家
に
歸
る
よ
う
賴
み
、
さ
ら
に
歸
宅
し
た
魂
を
も
て
な
し
た
後
、
西
天
に

送
る
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
そ
れ
ぞ
れ

な
っ
た
類
型
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も

「
招
魂
」
ま
た
は
魂
を
呼
び
戾
す
行
爲
が
死
の
翌
日
以
降
ま
た
は
入
棺
後
に
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
同
一
類
型
と
み
な
す
。

こ
の
ほ
か
、
先
に
引
用
し
た
『
固
安
縣
志
』
に
は
歬
記
引
用

分
の
後
に
次
の

記
述
が
あ
る
。　

一
般
人
家
喪
朞
以
三
日
爲
限
、
出
殯
歬
將
紙
扎
車
、
馬
、
紙
人
、
金
銀
庫
等

放
於
五
衟
廟
歬
、
孝
眷
從
廟
中
抬
安
魂
紙
、
由
長
子
背
負
、
兩

諸
子
女
扶

持
、
勢
如
攙
扶
其
人
、
幷
呼
喚
招
魂
上
車
。［
民
閒
人
の
場
合
、

朞
は
三

日
を
朞
限
と
す
る
。
出
棺
の
歬
に
紙
製
の
車
、
馬
、
人
、
金
庫
銀
庫
等
を
五

衟
廟
の
歬
に
な
ら
べ
、
親
族
は
廟
か
ら
安
魂
紙
を
運
ぶ
。
長
子
が
擔
ぎ
、
兩

脇
で
他
の
子
女
が
そ
れ
を
支
え
る
。
そ
の

は
ま
る
で
故
人
を
支
え
る
か
の

よ
う
で
あ
り
、
魂
を
呼
び
戾
し
な
が
ら
（
紙
製
の
）
車
に
乘
せ
る
。］

つ
ま
り
、
入
棺
歬
だ
け
で
な
く
、
入
棺
後
、
出
棺
歬
に
再
度
「
招
魂
」
が
行
わ

れ
て
い
る
。

る
。
三
日
目
に
殮
を
し
、
旌
（
は
た
）
を
立
て
、
喪
服
を
着
る
。］　

こ
こ
で
は
「
古
え
の
復
の
禮
で
あ
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
古
禮
の
「
復
」
と
は

な
り
、「
招
魂
」
を
行
う
場
所
が
城
隍
廟
に
な
っ
て
い
る
。

古
禮
の
「
復
」
は
、
死
の
直
後
に
自
宅
の
軒
に
上
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
無
論
そ

こ
に
は
廟
や
紙
錢
に
關
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
の
各
例
で
は
死

亡
當
日
の
晚
に
、
近
親
者
が
廟
へ
行
き
、
そ
こ
で
「
招
魂
」
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
廟
に
行
っ
て
「
招
魂
」
す
る
時
閒
が
、
二
日
目
以
降
ま
た
は
「
入

殮
」（
入
棺
）
以
降
に
ず
れ
込
ん
だ
と
見
ら
れ
る
類
型
が
存
在
す
る
。

山
西
省
『
靜
樂
縣
志
』（
二
〇
〇
〇
）

第
三
天
、（
中
略
）
晚
上
、
孝
子
打
燈

、
抱
靈
牌
到
五
衟
廟
或
城
隍
廟
給

死
者
招
魂
。

河
北
省
『
遷
西
縣
志
』（
一
九
九
一
）

停
屍
完
畢
、親
人
兒
女
就
要
穿
白
戴
孝
、到
五
衟
廟
點
漿
水
、謂
之
”報
廟“
。

（
中
略
）
兒
孫
們
每
天
要
三
次
到
五
衟
廟
燒
紙
送
錢
。
第
三
天
要
報
廟

回

”亡
魂“
。

河
北
省
『

縣
志
』（
一
九
九
一
）

孝
子
手
捧
㊒
香
、
酒
、
紙
錢
的
小
簸
箕
至
五
衟
廟
祭
祀
鬼
神
（
中
略
）
謂
之

”送
紙“
、
亦
稱
”報
廟“
。（
中
略
）
入
斂
後
、
孝
子
拉

掃
帚
、
拿
托
命
紙

及
死
者
先
歬

衣
、
端

靈
牌
、
歬
徃
五
衟
廟
迎

亡
魂（

（（
（

。

河
北
省
『
衡
水
市
志
』（
一
九
九
六
）



近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

一
九
五

人
死
後
、
設
靈
床
。
穿
壽
衣
、

壽
單
、
將
屍
停
放
在
靈
床
上
、
然
後
門
口

懸
紙
幡
、
訃
吿
親
友
。
死
者
的
家
屬
黃
昏
到
土
地
廟
燒
紙
、
放
聲
大
哭
謂

”燒
還
魂
錢“
。
停
屍
三
天
後
放
置
棺
內
謂
”入
歛“
。

こ
こ
で
は

志
、
新
志
の
雙
方
に
類
似
し
た
記
述
が
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
入
棺

歬
に
「
還
魂
錢
」
を
燃
や
し
て
い
る
。

志
に
あ
っ
た
「
招
魂
」
と
い
う
言

が

新
志
で
消
え
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、「
招
魂
」
の
變
容
形
態
の
一
つ
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
。「
還
魂
錢
」
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
は
、
安
平
縣
、
高
邑
縣
、

城
縣
、
故
城
縣
、
晉
縣
、
井
陘
縣
、
靈
壽
縣
、
深
澤
縣
、
武
强
縣
、
元
氏
縣
、

趙
縣
の
各
縣
志
（
新
志
）
で
、
石
家
庄
地
區
及
び
そ
の
周
邊
に
集
中
し
て
い
る
。

五
．
近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」
の
變
容
と

　
　
「
報
廟
」
の
起
源

こ
こ
で
、
當
代
地
方
志
に
見
ら
れ
る
「
招
魂
」
の
形
態
と
「
報
廟
」
と
の
關
連

を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
５
つ
の
類
型
に
分
類
で
き
る
。

Ａ
．「
招
魂
」
が
古
禮
の
「
復
」
を
踏

し
、「
報
廟
」
を
伴
わ
な
い
。

Ｂ
．「
報
廟
」
し
、「
招
魂
」
な
い
し
は
魂
に
か
か
わ
る
行
爲
を
行
う
。

Ｂ
−（　

入
棺
歬
（
死
亡
當
日
）
に
「
招
魂
」
す
る
。

Ｂ
−（　

入
棺
歬
に
「
還
魂
錢
」
を
燃
や
す
。

Ｂ
−（　

 

入
棺
後
ま
た
は
死
の
翌
日
以
降
、
出
棺
ま
で
に
「
招
魂
」
す

る
（
廟
に
留
め
置
か
れ
た
魂
を
迎
え
に
行
く
）。

Ｃ
．「
報
廟
」す
る
が
、「
招
魂
」な
い
し
は
魂
に
か
か
わ
る
行
爲
を
行
わ
な
い
。

こ
こ
で
は

禮
に
お
い
て
、（
１
）「
報
廟
」
す
る
か
否
か
、（
２
）「
招
魂
」
な

い
し
は
魂
に
か
か
わ
る
行
爲
が
な
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
二
つ
の
特
徵
に
着
目

し
て
ま
ず
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
類
型
を
立
て
た
。
次
に
（
１
）、（
２
）
を
い
ず
れ
も

以
上
、
こ
の
類
型
に
は
い
く
つ
も
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
が
、
死
の

翌
日
以
降
ま
た
は
入
棺
後
、
出
棺
歬
に
「
招
魂
」
な
い
し
は
魂
を
呼
び
戾
す
行
爲

が
行
わ
れ
る
こ
と
で
共
通
す
る
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
廟
に
留
め
置
か
れ
た
靈

魂
を
呼
び
戾
す
た
め
と
認

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
先
立
ち
靈
魂
の
到
着

を
知
ら
せ
る
た
め
の
「
報
廟
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

な
お
、「
廟
へ
行
き
魂
を
呼
び
戾
す
」
行
爲
は
、「
招
魂
」（
河
北
省
徐
水
縣
、
山

西
省
五
寨
縣
等
）
の
ほ
か
、「
領
魂
」（
河
北
省
冀
縣
、
盧
龍
縣
、
山
東
省
曲
阜
市
等
）、

「
取
魂
」（
河
北
省
豐
潤
縣
）、「
拖
魂
」（
山
東
省
無
棣
縣
）、「

魂
」（
山
西
省
寧
武

縣
）、「
呼
魂
」（
山
西
省
偏
關
縣
）
等
と
稱
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
上
述
の
よ

う
に
名
稱
を
缺
く
地
點
も
あ
る
。

最
後
に
、
河
北
省
石
家
庄
地
域
に
は
、「
招
魂
」
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、
廟

へ
行
き
「
還
魂
錢
」
と
呼
ば
れ
る
紙
錢
を
燒
く
と
い
う
地
點
が
集
中
し
て
い
る
。

志
、
新
志
の
例
を
對
比
し
て
擧
げ
る
。

河
北
省
『
高
邑
縣
志
』（
民
國
三
〇
年
）

初
喪
、
含
殮
、
設
靈
床
、
覆
單
衾
。
懸
紙
幡
於
門
首
。
訃
吿
親
友
。
昏

、

家
屬
詣
土
地
祠
焚
紙
招
魂
、慟
哭
以
還
、曰
燒
還
魂
錢
。
三
夜
後
、置
諸
棺
內
、

曰
”入
殮（

（（
（

“
。［
喪
の
初
め
、
含
殮
（
死
者
の
口
に
米
、
金
銀
、
銅
貨
等
を
入
れ
る

習
俗
）
し
、靈
床
（
椅
子
に
板
を
渡
し
て
作
る
）
を
し
つ
ら
え
て
單
の
衾
で
覆
う
。

戶
口
に
紙
幡
を
懸
け
る
。
親
戚
友
人
に
訃
報
を
知
ら
せ
る
。
黃
昏
に
土
地
祠

へ
行
き
紙
錢
を
燒
い
て
招
魂
す
る
。
慟
哭
し
て
歸
る
。
還
魂
錢
を
燒
く
と
い

う
。
三
夜
の
後
、
棺
內
に
安
置
す
る
。
こ
れ
を
「
入
殮
」
と
い
う
。］

河
北
省
『
高
邑
縣
志
』（
一
九
九
三
）
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行
う
、
と
い
う
類
型
で
あ
る
Ｂ
を
三
つ
に
下
位
分
類
し
た
。
各
類
型
の
分
布
を
地

圖
３
に
表
示
す
る
。
以
下
で
は
、
各
類
型
の
分
布
上
の
特
徵
に
着
目
し
な
が
ら
、

「
招
魂
」
と
「
報
廟
」
に
關
す
る
歷
史
的
變
化
を
推
定
す
る
。

ま
ず
Ａ
の
類
型
は

北
各
地
（
特
に
黃
河

域
）
に
分
布
す
る
が
、
全
體
と
し

て
地
點
數
は
多
く
な
い
。　

次
に
Ｂ
の
類
型
は
三
種
類
の
下
位
類
型
を
含
む
。
全
體
と
し
て
は
地
點
數
が

多
く
、
特
に
河
北
は
こ
れ
が
多
數
を
占
め
る
。
入
棺
歬
に
「
招
魂
」
す
る
Ｂ
−（

は
、
現
在
の
所
四
地
點
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
Ｂ
類
型
の
中
で

は
最
も
古
い
タ
イ
プ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
古
い
Ａ
類
型
に
お
い
て
自
宅
で
行
わ

れ
て
い
た
「
招
魂
」
が
場
所
を
廟
に
移
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
Ｂ
−（
、

ち
廟

で
「
還
魂
錢
」
を
燃
や
す
と
い
う
類
型
は
石
家
庄
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
Ｂ
−

（
と
同

、
廟
に
お
い
て
「
魂
を
呼
び
戾
そ
う
と
す
る
」
類
型
で
あ
り
、
入
棺
歬

に
行
わ
れ
る
こ
と
、
及
び
分
布
地
域
が
Ｂ
−（
と
近
い
こ
と
か
ら
み
て
、
Ｂ
−（

の
地
域
で
も
か
つ
て
は
「
招
魂
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
Ｂ
−（
に

は

々
な
下
位
類
型
が
存
在
す
る
が
、
入
棺
後
ま
た
は
死
の
翌
日
以
降
、
出
棺
歬

に
「
招
魂
」
な
い
し
は
魂
を
呼
び
戾
す
行
爲
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
一
致
す
る
。
そ

の
目
的
は
、
廟
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
魂
を
迎
え
に
行
く
こ
と
で
あ
り
、
本
來
死

の
直
後
に
行
わ
れ
て
い
た
「
招
魂
」
が

禮
の
時
系
列
の
中
で
後
ろ
に
ず
れ
こ
ん

だ
よ
う
な
タ
イ
プ
で
あ
る
。「
廟
に
お
い
て
魂
に
か
か
わ
る
行
爲
を
行
う
」
と
い

う
點
で
は
Ｂ
−（
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ
−（
も
Ｂ
−（
の
派
生
形
で
あ
る

と
考
え
る
。

最
後
に
、
Ｃ
の
類
型
で
は
、
廟
に
行
く
目
的
が
「
死
者
の
魂
が
廟
に
到
着
し
た

こ
と
を
知
ら
せ
、
廟
神
の
庇

を
懇
請
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
招
魂
」
な
い
し

は
魂
に
か
か
わ
る
行
爲
は
行
わ
れ
な
い
。
こ
の
類
型
は

北
の
廣
範
圍
に
分
布

し
、
地
圖
１
に
示
し
た
「
報
廟
」
の
分
布
と
も
重
な
る
。
一
般
に
あ
る
文
化
的
特

地
圖
３

﹁
招
魂
﹂
と
﹁
報
庿
﹂

　　

　

Ａ　
「
招
魂
」
が
古
禮
の
「
復
」
を
踏

し
、「
報
廟
」
を
伴
わ
な
い
。

　　

　

Ｂ　
「
報
廟
」
し
、「
招
魂
」
な
い
し
は
魂
に
か
か
わ
る
行
爲
を
行
う
。

　　

　

Ｂ
−１　

入
棺
歬
（
死
亡
當
日
）
に
「
招
魂
」
す
る
。

　　

　

Ｂ
−２　

入
棺
歬
に
「
還
魂
錢
」
を
燃
や
す
。

　　

　

Ｂ
−３　

入
棺
後
ま
た
は
死
の
翌
日
以
降
、
出
棺
ま
で
に
「
招
魂
」
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
廟
に
留
め
置
か
れ
た
魂
を
迎
え
に
行
く
）。

　　

　

Ｃ　
「
報
廟
」
す
る
が
、「
招
魂
」
な
い
し
は
魂
に
か
か
わ
る
行
爲
を
行
わ
な
い
。



近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

一
九
七

而
元
僖
不
知
。
張
又
於
都
城
西
佛
寺
招
魂

其
父
母
、
僭
差
踰
制（

（（
（

。［
ま
も

な
く
、
元
僖
は
愛

張
氏
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
う
人
が
あ
っ
た
。
張
氏

は
頗
る
勝
手
氣
ま
ま
に
振
る
舞
い
、
召
使
い
を
た
た
き
殺
し
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
元
僖
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
張
は
ま
た
都
の
西
佛
寺
で

父
母
の
招
魂
を
行
い

っ
た
が
、
そ
の
や
り
方
は
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ず
、

決
ま
り
を
こ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。］

　
ま
た
、『
元
刊
雜
劇
三
十
種
』（
徐
沁
君
校
點
、
一
九
八
〇
）
所

、
嶽
伯
川
撰

「
新
編
嶽
孔
目
借
鐵
拐
李
還
魂
」
第
三
折
に
は
東
嶽
廟
で
「
招
魂
」
を
す
る
と
い

う
記
述
が
見
ら
れ
る（

（（
（

。

你
都
靠
後
、
我
再
想
一
想
。
我
死
在
陰
府
閒
去
、
那
師
父
敎
人
望
鄕
臺
上
看

我
屍
首
、
渾
家
把
來
燒
毀
了
三
日
。
師
父
衟
、
將
李
屠
屍
首
、
我
眞
魂
、
借

屍
還
魂
。
是
！
是
！
我
且
認
了
是
你
兒
子
。
父
親
、
將
與
我
一
陌
紙
馬
、
去

東
嶽
廟
上
招
魂
。
到
俺
家
認
我
妻
子

兒
、
看
他
認
得
我
么
？
［
あ
ん
た
逹

ち
ょ
っ
と
下
が
っ
て
。
も
う
一
度
考
え
て
み
よ
う
。
俺
は
死
ん
で
冥
界
に
行

っ
た
ん
だ
。
あ
の
先
生
が
人
に
望
鄕
臺
に
上
っ
て
俺
の
屍
を
見
さ
せ
た
と
こ

ろ
、
妻
が
燒
い
て
三
日
た
っ
て
い
た
。
先
生
が
言
う
に
は
、
李
屠
の
屍
と
俺

の
魂
を
、
屍
を
借
り
て
魂
を
還
す
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
だ
、
そ
う
だ
。
と

り
あ
え
ず
あ
ん
た
の
息
子
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。
父
さ
ん
、
俺
に

百
の
紙
馬
を
く
れ
、
東
嶽
廟
へ
行
っ
て
招
魂
す
る
ん
だ
。
家
に
歸
っ
て
妻
や

子
に
名
乘
っ
た
ら
、
俺
だ
と
わ
か
る
か
な
？
］

東
嶽
廟
は
死
者
の
魂
を
裁
く
冥
界
神
で
あ
る
「
東
嶽
大
帝
」
を
祀
る
廟
で
あ

る
。『
元
刊
雜
劇
三
十
種
』
に

め
ら
れ
た
雜
劇
の
多
く
は
元
代
最
末
朞
か
ら
朙

徵
が
廣
域
的
分
布
を
形
成
す
る
に
は
傳
播
に
か
な
り
の
時
閒
を
要
す
る
が
、「
報

廟
」
は
朙
淸
朞
の

北
地
域
に
お
い
て
一
氣
に
廣
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
朙
初
に
定
め
ら
れ
た
城
隍
廟
制
度
が
あ
り
、
民
閒
で
も
城
隍

神
（
村
で
は
土
地
神
、
五
衟
神
等
）
は
冥
界
の
地
方
長
官
で
あ
り
、
死
後
、
魂
は
一

旦
、
廟
に
入
り
一
定
朞
閒
留
め
置
か
れ
る
、
と
廣
く
認

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
あ
る
。「
報
廟
」
は
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
淸
代
乾
隆
年
閒
に
は
、
地

方
志
編
纂
者
が
、
批

を
加
え
な
が
ら
も
記
述
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
廣
範
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
招
魂
」
と
「
報
廟
」
に
關
わ
る
類
型
は

北
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
變
化
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ａ
→
Ｂ
−（
→
Ｂ
−（
、
Ｂ
−（
→
Ｃ

ま
ず
、
古
禮
の
「
復
」
に
發
す
る
「
招
魂
」
が
廟
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
段
階
で
、「
招
魂
」
を
行
う
時
閒
は
、
死
の
直
後
、
少
な
く
と
も
入
棺

歬
と
い
う
本
來
の
形
態
が
維
持
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
閒
が
入
棺
後

ま
た
は
死
の
翌
日
以
降
に
ず
れ
た
の
が
Ｂ
−（
で
あ
る
。「
還
魂
錢
」
を
燃
や
す

Ｂ
−（
で
は
「
招
魂
」
な
い
し
は
そ
れ
に
相
當
す
る
名
稱
が
消
え
て
お
り
、
こ
の

類
型
は
石
家
庄
地
域
で
し
か
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
Ｃ
に
至
る
過
渡
的
な
形
態
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｃ
で
は
「
招
魂
」
の
槪
念
が
消
失
し
て
い
る
地
點
が
多
い

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
以
上
の
推
定
に
基
づ
け
ば
、「
報
廟
」
習
俗
自
體
が
、

元
は
「
招
魂
」
を
廟
で
行
う
習
俗
の
廣
ま
り
に
起
源
を
發
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

さ
て
、
廟
で
「
招
魂
」
を
行
う
と
い
う
記
述
は
意
外
と
古
い
。
ま
ず
、『
宋

史
』
卷
二
四
五
「
昭
成
太
子
元
僖
列
傳
」
に
は
、
寺
で
「
招
魂
」
し
た
と
い
う
記

事
が
見
ら
れ
る
。

未
幾
、
人
㊒
言
元
僖
爲
嬖

張
氏
所
惑
、
張
頗
專
恣
、
捶
婢
僕
㊒
至
死
者
、



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
九
八

か
っ
た
。
家
人
は
每
日
行
っ
て
、
紙
錢
を
焚
き
、
神
の
石
段
に
叩
首
し
た
が
、

一
⺼
餘
り
し
て
も
甦
る
こ
と
は
な
く
、
埋

し
て
し
ま
っ
た
。］

『
元
刊
雜
劇
三
十
種
』、『

軒
吳
記
』
の
例
は
い
ず
れ
も

禮
に
關
わ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
は
な
い
が
、
す
で
に
元
代
か
ら
朙
代
に
か
け
て
「
招
魂
」（
な
い
し
は

「
還
魂
」）
と
、
廟
に
紙
馬
を
捧
げ
、
紙
錢
を
燃
や
す
と
い
う
「
報
廟
」
に
關
わ
る

行
爲
が
結
び
つ
い
て
認

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、『
宋
史
』
昭

成
太
子
元
僖
列
傳
は
、
作
品
の
年
代
は
元
で
も
、

寫
の
對
象
は
宋
代
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
廟
ま
た
は
寺
で
「
招
魂
」
す
る
と
い
う
習

俗
は
少
な
く
と
も
民
閒
で
は
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
當
代
地
方
志
及
び

志
を
主
要
依
據
㊮
料
と
し
て
、

北
地
域
に
お

け
る
「
報
廟
」
と
「
招
魂
」
の
地
域
的
變
容
の
實
態
と
變
化
の
過
程
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
た
。「
報
廟
」
と
「
招
魂
」
は
從
來
、
關
連
付
け
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
本
稿
は
近
世
の

北
に
お
い
て
、「
招
魂
」
が
「
報
廟
」
に
取
り
こ
ま

れ
る
形
で
變
容
を
遂
げ
た
と
考
え
る
。
あ
る
い
は
「
報
廟
」
習
俗
の
形
成
そ
の
も

の
が
「
招
魂
」
を
廟
で
行
な
う
習
俗
を
契
機
と
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

「
報
廟
」
は
、
朙
初
に
定
め
ら
れ
た
城
隍
廟
制
度
を
受
け
て
廣
ま
り
、
淸
代
乾

隆
年
閒
ま
で
に
は
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
當
代

地
方
志
に
お
け
る
「
報
廟
」
の
記
述
は
頻
度
が
高
く
、
分
布
密
度
も
高
い
（
地
圖

１
）。

「
報
廟
」
の
行
き
先
は
、
土
地
神
を
祭
る
土
地
廟
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
一
般

に

北
の
農
村
で
は
、
城
隍
神
の
下
位
と
さ
れ
る
土
地
神
が
よ
り
生
活
に
身
近
な

存
在
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
河
北
中
北

・
東

及
び
山
西
中
北

代
に
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
新
編
嶽
孔
目
借
鐵
拐
李

還
魂
」
に
つ
い
て
は
朙
代
の
刊
行
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の

版
式
や
內
容
・
文
辭
か
ら
非
常
に
庶
民
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
こ

に
「
東
嶽
廟
へ
行
き
招
魂
す
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
元
代
に
は
「
招

魂
」
が
東
嶽
廟
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

嶽
壽
が
死
ん
だ
李
屠
の
屍
を
借
り
て
還
魂
す
る
と
い
う
話
は
、『
元
曲
選
』

の
「
呂
洞
賓
度
鐵
拐
李
嶽
」
に
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
嶽
壽
が
「
我
雖
是
還
魂
回

來
、
我
這
三
魂
不
全
、
一
魂
還
在
城
隍
廟
裏
、
我
自
家
取
去（

（（
（

。」
と
語
る
一
節
が

あ
る
。「
私
は
還
魂
し
て
戾
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
三
つ
の
魂
は
全

揃
っ
て
い
な

い
。
一
つ
は
城
隍
廟
に
あ
る
の
で
、
自
分
で
取
り
に
行
く
。」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
東
嶽
廟
が
城
隍
廟
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
は
、
朙
代
に
至
っ
て
城
隍
廟
が
廣

ま
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

死
者
の
魂
を
呼
び
戾
す
た
め
に
廟
へ
行
く
と
い
う
記
述
は
、
朙
代
の
筆
記
、
黃

暐
『

軒
吳
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。

未
幾
、
陸
暴
卒
、
但
胸

微
溫
、
家
人
殮
不

、
越
五
日
復
甦
、
亟
索
⻝
、

⻝
未
至
、
附
其
子
耳
語
曰
：
”第
多
買
楮
幤
、
從
城
隍
廟
焚
之
、
能
償
則
﨤
、

不
然
不
﨤
矣
。“

逝
、
胸

不
復
溫
、
家
人
日
徃
焚
幤
、
叩
首
神
墀
、
⺼

餘

甦
、
瘞
焉（

（（
（

。［
ま
も
な
く
、
陸
が
急
死
し
た
。
胸
が
わ
ず
か
に
溫
か
か

っ
た
の
で
、
家
人
は
棺
に
入
れ
た
が
、

を
せ
ず
に
お
い
た
。
五
日
た
っ
て

生
し
、
し
き
り
に
⻝
を
求
め
た
。
ま
だ
⻝
べ
な
い
う
ち
に
、
そ
の
子
の
耳

元
で
「
楮
幤
（
紙
錢
）
を
た
く
さ
ん
買
い
な
さ
い
。
城
隍
廟
で
そ
れ
を
燒
く

こ
と
で
、（
生
歬
の
所
行
を
）
償
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
戾
れ
る
が
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
戾
れ
な
い
」
と
さ
さ
や
い
た
。
結
局
逝
き
、
胸
の
溫
か
み
も
戾
ら
な



近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

一
九
九

小
田
義
久　

一
九
六
一
「
吐
魯
番
出
土

送
用
文
書
の
一
考
察―

特
に
「
五
衟
大
神
」
に

つ
い
て
」『
龍
谷
史
壇
』
第
47
號
、
三
九
−五
六
頁
。

　

同　
　
　

一
九
七
六
「
五
衟
大
神
攷
」『
東
方
宗
敎
』
第
48
號
、
一
四
−二
九
頁
。

川
原
壽
市
撰
述　

一
九
七
五
『
儀
禮
釋
攷
』
第
九
册
、
川
原
壽
市
、
朋
友
書
店
。

Ｗ
・
Ａ
・
グ
ロ
ー
タ
ー
ス　
（
寺
出
衟
雄
譯
）
一
九
九
三
『
中
國
の
地
方
都
市
に
お
け
る
信

仰
の
實
態―

宣
化
市
の
宗
敎
建
造
物
全
調
査―

』、
五
⺼
書
房
。

小
島
毅　
　

一
九
九
〇
「
城
隍
廟
制
度
の
確
立
」『
思
想
』79（

、
一
九
七
−二
一
二
頁
。

　

同　
　
　

一
九
九
六
『
中
國
近
世
に
お
け
る
禮
の
言
說
』、
東
京
大
學
出
版
會
。

デ
・
ホ
ロ
ー
ト
（
淸
水
金
二
郞
、

野
目
博
衟
譯
）
一
九
四
六
『
中
國
宗
敎
制
度
』、
大
雅

堂
。

西
岡
弘　
　

一
九
七
〇
『
中
國
古
代
の

禮
と
文
學
』、
三
光
社
出
版
。

濱
島
敦
俊　

一
九
八
八
「
朙
初
城
隍
考
」『
榎
博
士
頌
壽
記
念
東
洋
史
論
叢
』、
三
四
七
−

三
六
八
頁
、
汲
古
書
院
。

　

同　
　
　

一
九
九
〇
「
朙
淸
時
代
、
江
南
農
村
の
「
社
」
と
土
地
廟
」『
山
根
敎
授
退
休

記
念
朙
代
史
論
叢
』（
下
）、
一
三
二
五
−一
三
五
七
頁
、
汲
古
書
院
。

早
田

宏　

一
九
八
八
「
城
隍
神
信
仰
の
變
遷
に
つ
い
て
」『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
第
五

號
、
三
九
−五
六
頁
。

松
本
浩
一　

二
〇
〇
三
「
朙
代
の
城
隍
神
信
仰
と
そ
の
源

」『
圖
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
硏

究
』
第
一
卷
二
號
、
四
九
−六
〇
頁
。

山
本
恭
子　

二
〇
〇
九
「
現
代
中
國
に
お
け
る
婚
禮
と

禮―

徐
州
市
周
邊
農
村
を
例
と

し
て―

」『
人
閒
社
會
環

硏
究
』、
第
（8
號
、
四
七
−五
九
頁
。

　

同　
　
　

二
〇
一
二
ａ
「
地
圖
44　

喪

習
俗
（
１
）
”穿
壽
衣“
」
岩
田
禮
編
『
漢
語

方
言
解
釋
地
圖
（
續
集
）』、
一
五
〇
−一
五
一
頁
、
好
文
出
版
。

　

同　
　
　

二
〇
一
二
ｂ
「
江

省
に
お
け
る
現
代
の

禮―

宿
遷
市
、
連
雲
港
市
、
南

京
市
の
調
査
か
ら―

」『
金
澤
大
學
文
化
㊮
源
學
硏
究
』
第
４
號
、
五
七
−

六
七
頁
。

に
は
「
報
廟
」
の
行
く
先
が
五
衟
廟
で
あ
る
地
點
が
集
中
し
て
い
る
（
地
圖
２
）。

こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
五
衟
神
が
冥
界
の
地
方
官
で
あ
る
と
さ
れ
、
五
衟
廟

が
土
地
廟
の
役
割
を
果
た
す
に
至
っ
た
た
め
で
あ
る
。

「
招
魂
」
は
古
禮
の
「
復
」
に
由
來
し
、
死
の
直
後
（
入
棺
以
歬
）
に
自
宅
で
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
當
代
地
方
志
に
よ
れ
ば
、
古
禮
を
踏

し
た
形
態
は

地
點
頻
度
が
低
い
（
地
圖
３
の
Ａ
類
型
）。
こ
れ
は
一
つ
に
は
近
世
の

北
に
お
い

て
、「
招
魂
」
習
俗
が
衰
退
に
向
か
っ
た
地
域
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
だ
ろ

う
。
一
方
、
他
の
地
域
で
は
、「
招
魂
」
は
維
持
さ
れ
つ
つ
も
、
場
所
を
廟
に
移

し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
形
態
も
變
化
し
て
い
っ
た
（
Ｂ
類
型
）。
ま

ず
、「
死
の
直
後
あ
る
い
は
入
棺
以
歬
」
と
い
う
時
閒
は
そ
の
ま
ま
で
、
場
所
を

自
宅
か
ら
廟
に
移
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
Ｂ
−（
）。
上
述
の
よ
う
に
、

こ
れ
が
「
報
廟
」
の
起
源
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
も
で
き
る
。
そ
の
後
、「
招

魂
」
は

禮
の
時
系
列
の
中
で
「
入
棺
後
ま
た
は
死
後
二
日
目
以
降
、
出
棺
歬
」

と
後
ろ
に
ず
れ
た
地
域
が
現
れ
た
（
Ｂ
−（
）。「
還
魂
錢
」
を
燃
や
す
と
い
う
類

型
（
Ｂ
−（
）
は
特
定
地
域
（
石
家
庄
地
域
）
に
だ
け
み
ら
れ
る
特
徵
で
あ
る
が
、

「
招
魂
」
と
い
う
言

が
消
失
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
言

だ
け
で
な
く
、「
報

廟
」
か
ら
「
招
魂
」
の
習
俗
ま
た
は
槪
念
自
體
が
拔
け

ち
て
し
ま
っ
た
と
み
ら

れ
る
類
型
（
Ｃ
）
が
あ
る
。
地
點
頻
度
は
こ
れ
が
最
も
高
い
。

參
考

獻

赤
松
紀
彥
、
井
上
泰
山
、
金
文
京
ほ
か
編　

二
〇
〇
七
『
元
刊
雜
劇
の
硏
究　

三
奪
槊
・

氣

布
・
西
蜀

・
單
刀
會
』、
汲
古
書
院
。

吾
妻
重
二　

二
〇
〇
八
「
儒
敎
儀
禮
硏
究
の
現
狀
と
課
題―

『
家
禮
』
を
中
心
に―

」『
東

ア
ジ
ア
の
儀
禮
と
宗
敎
』、
八
九
−一
一
二
頁
、
雄
松
堂
出
版
。

池
田
末
利
譯
㊟　

一
九
七
六
『
儀
禮
Ⅳ
』、
東
海
大
學
出
版
會
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

二
〇
〇

G
rootaers, W

. A., S-Y. Li. and F-S. W
ang （948 “Tem

ples and H
istory of 

W
anchüan 

全
（Chahar

）： The G
eographical M

ethod Applied 
to Folklore ”, M

onum
enta Serica, XIII, pp.（09-（（6.

G
rootaers, W

. A
., S-Y. Li. and F-S. W

ang （95（ “Rural Tem
ples around 

H
süan-hua

（South Chahar

）： Their Iconography and Their 
H

isory ”, Folklore studies, VO
L.X,pp.（-（（6.

鄧
嗣
禹　
　

一
九
三
五
「
城
隍
考
」『
史
學
年
報
』
第
二
卷
第
二
朞
、二
四
九
−二
七
六
頁
。

王
季
思
主
編　

一
九
九
九
『
全
元
戲
曲
』
第
三
卷
、
人
民
文
學
出
版
社
。

王
稼
句
點
校
編
纂　

二
〇
〇
五
『

州
文
獻
叢
鈔
初
編
』、
古
吳
軒
出
版
社
。

朱
杰
人
・
嚴
佐
之
・
劉
永
翔
主
編　

二
〇
〇
二
『
朱
子
全
書
』、
上
海
古
籍
出
版
社
。

徐
沁
君
校
點　

一
九
八
〇
『
新
校
元
刊
雜
劇
三
十
種
』
下
册
、
中

書
局
。

楊
志
剛　
　

二
〇
〇
一
『
中
國
禮
儀
制
度
硏
究
』、

東
師
範
大
學
出
版
社
。

元
脫
脫
ほ
か
撰　

一
九
七
七
『
宋
史
』
第
二
五
册
、
卷
二
四
二
至
卷
二
五
六
（
傳
）、
中

書
局
。

鄭
土
㊒
・
王
賢
淼　

一
九
九
四
『
中
國
城
隍
信
仰
』、
三
聯
書
店
上
海
分
店
。

引
用
地
方
志
一
覽　
　

『
高
邑
縣
志
』
一
九
九
三
、
高
邑
縣
地
方
志
編
纂
委
員
會
編
、
新

出
版
社
、
六
四
〇
−

六
四
一
頁
。

『
固
安
縣
誌
』
一
九
九
八
、
趙
復
興
主
編
、
中
國
人
事
出
版
社
、
八
〇
三
頁
。

『
衡
水
市
志
』
一
九
九
六
、
衡
水
市
市
志
編
纂
委
員
會
編
、
民
族
出
版
社
、
八
二
九
頁
。

『

縣
志
』　

一
九
九
一
、

縣
志
編
修
委
員
會
編

、
天
津
社
會
科
學
院
出
版
社
、
南
開

大
學
出
版
社
、
九
二
一
−九
二
二
頁
。

『
南
皮
縣
志
』
一
九
九
二
、
南
皮
縣
地
方
志
編
纂
委
員
會
編
、
河
北
人
民
出
版
社
、
八
九
三

頁
。

『
遷
西
縣
志
』
一
九
九
一
、
遷
西
縣
地
方
志
編
纂
委
員
會
編
、
中
國
科
學
技
術
出
版
社
、

六
五
〇
頁
。

『
新
樂
縣
志
』
一
九
九
七
、
新
樂
縣
地
方
志
編
纂
委
員
會
編
、
中
國
對
外
飜
譯
出
版
公
司
、

六
三
一
頁
。

『
淇
縣
志
』　

一
九
九
六
、
淇
縣
志
編
纂
委
員
會
編
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
九
一
二
頁
。

『
安
丘
縣
志
』
一
九
九
二
、
山
東
省
安
丘
縣
地
方
史
志
編
纂
委
員
會
編
、
山
東
人
民
出
版

社
、
六
二
六
頁
。

『

平
縣
志
』
一
九
九
七
、
山
東
省

平
縣
地
方
史
志
編
纂
委
員
會
編
、
齊
魯
書
社
、

四
九
一
頁
。

『
臨
淸
市
志
』
一
九
九
七
、
山
東
省
臨
淸
市
地
方
史
志
編
纂
委
員
會
編
、
齊
魯
書
社
、

七
一
六
頁
。

『
靜
樂
縣
志
』
二
〇
〇
〇
、
靜
樂
縣
志
編
纂
委
員
會
編
、
紅
旗
出
版
社
、
六
三
四
頁
。

　

㊟
（
（
）　

楊
志
剛
氏
は
朱
熹
『
家
禮
』
が
「
士
庶
の
通
禮
を
形
式
、
內
容
の
兩
面
に
お
い

て
完
全
な
も
の
と
し
た
」
と
す
る
（
二
〇
〇
一
、
二
〇
六
頁
）。
小
島
毅
氏
は
、

士
大
夫
の
習
俗
の
變
化
は
『
家
禮
』
刊
行
後
す
ぐ
に
進
ん
だ
の
で
は
な
く
、
丘
濬

が
『
家
禮
』
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
を
進
め
た
『
家
禮
儀
節
』
の
登
場
が
転
換
點
で

あ
っ
た
と
す
る
（
一
九
九
六
、
五
五
頁
）。
丘
濬
『
文
公
家
禮
儀
節
』
に
つ
い
て

は
、
吾
妻
重
二
氏
が
、
朙
代
の
國
家
的
威
信
を
背
景
と
し
て
諸
階
層
に
受
容
さ
れ

た
『
家
禮
』
を
社
會
狀
況
に
合
わ
せ
て
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
と
指

し
て
い
る

（
二
〇
〇
八
、
一
〇
五
頁
）。

（
（
）　

徐
州
市
と
周
邊
農
村
地
域
、
及
び
連
雲
港
市
東
海
縣
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る

（
二
〇
〇
九
、
五
五
−五
六
頁
、
二
〇
一
二
ｂ
、
六
三
頁
）。

（
（
）　

當
代
地
方
志
の
多
く
は
一
九
八
〇
年
代
以
後
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
九
年

以
歬
に
刊
行
さ
れ
た
「

志
」
に
對
し
「
新
志
」
と
稱
せ
ら
れ
る
。

（
4
）　

淸
代
、
民
國
朞
の
地
方
志
の
う
ち
、
筆
者
が
目
睹
し
得
な
か
っ
た
も
の
は
、
丁
世



近
世

北
に
お
け
る
「
招
魂
」・「
報
廟
」
習
俗
の
變
容

二
〇
一

良
・
趙
放
『
中
國
地
方
志
民
俗
㊮
料
彙
編
』
所

の
も
の
を
參
照
し
た
。
以
下
、『
民

俗
㊮
料
彙
編
』
と
略
稱
す
る
。

（
5
）　
『
民
俗
㊮
料
彙
編
』

東
卷
上
（
五
〇
六
頁
）。
先
に
土
地
廟
へ
行
き
、
數
日
後
に

城
隍
廟
に
行
く
と
い
う
形
態
は
、
當
代
地
方
志
（
河
南
省
『
鎭
平
縣
志
』
等
）
に
も

見
ら
れ
る
。

（
6
）　

乾
隆
以
歬
に
は
河
北
省
『
威
縣
志
』（
康
熙
十
二
年

本
、
衟
光
三
十
年
補

本
）

に
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
報
廟
に
關
す
る
記
述
が
確
認
で
き
た
乾
隆
年
閒
、

北
の
地
方
志
は
以
下
の
通
り
。
河
北
省
『
天
津
縣
志
』（
乾
隆
四
年
）、『
延
慶
州

志
』（
乾
隆
七
年
）、『
廣
平
府
志
』（
乾
隆
十
年
）、『
赤
城
縣
志
』（
乾
隆
十
二
年
）、

『
順
德
府
志
』（
乾
隆
十
五
年
）、『
沙
河
縣
志
』（
乾
隆
二
二
年
）、『
獻
縣
志
』（
乾
隆

二
六
年
）、『
隆
平
縣
志
』（
乾
隆
二
九
年
）、『
雞
澤
縣
志
』（
乾
隆
三
一
年
）、『
大
名

縣
志
』（
乾
隆
五
四
年
）、
山
東
省
『
海
陽
縣
志
』（
乾
隆
七
年
）、『
寧
陽
縣
志
』（
乾

隆
八
年
）、『
平
原
縣
志
』（
乾
隆
十
四
年
）、『
樂
陵
縣
志
』（
乾
隆
二
七
年
）、
山
西

省
『
大
同
府
志
』（
乾
隆
四
七
年
）。

（
7
）　
『
民
俗
㊮
料
彙
編
』

北
卷
（
四
四
五
頁
）。

（
8
）　
『
民
俗
㊮
料
彙
編
』

東
卷
上
（
一
〇
一
頁
）。

（
9
）　

淸
代
、
民
國
朞
の

志
に
お
い
て
も

中
、

南
に
お
け
る
報
廟
の
記
述
は
少

な
い
。
確
認
で
き
た

志
は
以
下
の
通
り
。
江

省
『
如
皋
志
』（
乾
隆
十
五
年
）、

『
武
進
、
陽
湖
縣
志
』（
光
緖
五
年
）、『
丹
陽
縣
續
志
』（
民
國
十
五
年
）、『
崇
朙
縣

志
』（
民
國
十
九
年
）、
浙
江
省
『
雲
和
縣
志
』（
同
治
三
年
）、『
景
寧
縣
志
』（
同
治

十
二
年
）、『
石
門
縣
志
』（
光
緖
五
年
）、『
臨
安
縣
志
』（
光
緖
十
一
年
）、『
海
寧
州

志
稿
』（
民
國
十
一
年
）、
湖
北
省
『
房
縣
志
』（
同
治
四
年
）、『
竹
溪
縣
志
』（
同
治

六
年
）、『
襄
陽
縣
志
』（
同
治
十
三
年
）、『
光
化
縣
志
』（
光
緖
十
年
）、
湖
南
省
『
淸

泉
縣
志
』（
乾
隆
二
八
年
）。

（
（0
）　

四
川
に
見
ら
れ
る
魂
が
素
早
く
昇
天
す
る
よ
う
に
す
る
習
俗
は
「
出
死
星
」、「
戳

戮
」
等
と
稱
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
死
者
の
魂
を
呼
び
戾
そ
う
と
す
る
「
招
魂
」
と
は

逆
の
行
爲
で
あ
る
。
デ
・
ホ
ロ
ー
ト
氏
に
よ
れ
ば
、
靑
年
朞
、
壯
年
朞
の
男
子
の
死

に
際
し
、
死
を
も
た
ら
し
た
煞
氣
を
す
ば
や
く

屋
か
ら
迯
す
た
め
に
天
窓
を
あ
け

る
と
す
る
（
一
九
四
六
、
十
−十
一
頁
）。
死
後
す
ぐ
に
魂
に
對
し
て
行
う
習
俗
と
し

て
は
こ
の
ほ
か
に
、
山
東
に
「
指
路
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
死
後
、「
上
西
天
」、

「
上
西
方
大
路
」
等
と

び
、
西
方
へ
向
か
う
よ
う
に
い
う
習
俗
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
習
俗
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
檢
討
し
た
い
。

（
（（
）　

小
島
毅
（
一
九
九
〇
、
一
九
七
頁
）。
鄧
嗣
禹
氏
に
よ
れ
ば
六
世
紀
半
ば
の
揚
子

江

域
と
す
る
（
一
九
三
五
、
二
五
七
頁
）。

（
（（
）　

早
田

宏
（
一
九
八
八
、
五
〇
頁
）。
ま
た
、
松
本
浩
一
氏
は
宋
代
の
衟
敎
に
お
い

て
「
亡
魂
の
取
り

ま
り
と
い
う
役
割
が
確
立
し
て
い
た
」（
二
〇
〇
三
、
五
四
頁
）

と
指

し
て
い
る
。

（
（（
）　

小
島
毅
（
一
九
九
〇
、
二
〇
二
−二
〇
三
頁
）。

（
（4
）　

唐
代
、
宋
代
の
城
隍
神
、
お
よ
び
朙
洪
武
二
年
、
洪
武
三
年
の
改
制
に
つ
い
て

は
、
小
島
毅
（
一
九
九
〇
）、
濱
島
敦
俊
（
一
九
八
八
）、
早
田

宏
（
一
九
八
八
）、

松
本
浩
一
（
二
〇
〇
三
）、
鄧
嗣
禹
（
一
九
三
五
）、
鄭
土
㊒
・
王
賢
淼
（
一
九
九
四
）

を
參
照
し
た
。

（
（5
）　

小
島
毅
（
一
九
九
〇
、
二
〇
四
頁
）。
鄭
土
㊒
・
王
賢
淼
（
一
九
九
四
、
一
二
二
−

一
二
四
頁
）。

（
（6
）　

松
本
浩
一
（
二
〇
〇
三
、
五
六
頁
）。

（
（7
）　
淸
代
以
降
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
土
地
廟
の
役
割
に
つ
い
て
は
濱
島
敦
俊

（
一
九
九
〇
）
に
詳
し
い
。

（
（8
）　

小
田
義
久
（
一
九
六
一
、
四
八
−五
二
頁
）、（
一
九
七
六
、
二
五
−二
七
頁
）。

（
（9
）　

古
禮
の
「
復
」
に
つ
い
て
は
、
池
田
末
利
（
一
九
七
六
、
六
−二
二
頁
）、
川
原
壽

市
（
一
九
七
五
、
十
二
−十
八
頁
）、
西
岡
弘
（
一
九
七
〇
、
一
二
〇
−一
三
三
頁
）

に
詳
し
い
。

（
（0
）　

特
殊
な
場
合
に
「
招
魂
」
を
行
う
と
い
う
記
述
は
、
浙
江
省
『

南
縣
志
』、『
定
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第
六
十
五
集

二
〇
二

海
縣
志
』、『
洞
頭
縣
志
』、『
寧
波
市
志
』、『
臺
州
地
區
志
』、『
義
烏
縣
志
』、『
舟
山

市
志
』、
福
建
省
『
詔
安
縣
志
』、
廣
東
省
『

縣
志
』、『
新
興
縣
志
』
に
見
ら
れ

る
。

（
（（
）　
『
固
安
縣
志
』
で
は
死
の
直
歬
に
「
壽
衣
」
を
着
せ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

北
で
廣
く
見
ら
れ
る
特
徵
で
あ
る
。
拙
稿
（
二
〇
一
二
ａ
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　
『
民
俗
㊮
料
彙
編
』

北
卷
（
四
八
三
頁
）。

（
（（
）　
「
命
紙
」（「
命
紙
殃

」）
は
戶
口
に
懸
け
る
紙
で
、
父
親
が
死
亡
し
た
場
合
は

”故
先
考
、
享
年
⺼
日
、
壽
終
正
寢“
、
母
親
の
場
合
は
”故
先
妣
、
享
年
⺼
日
、
壽

終
正
寢“
と
書
く
。

（
（4
）　
「
門
幡
」
は
死
者
の
年
齡
と
同
數
の
細
長
く
切
っ
た
白
い
紙
を
つ
け
た
幡
。

（
（5
）　

こ
の
「
送
徃
西
天
」
と
い
う
行
爲
は
山
東
系
の
習
俗
（
㊟（
（0
）參
照
）
と
關
連
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（6
）　
『
民
俗
㊮
料
彙
編
』

北
卷
（
一
〇
二
頁
）。

（
（7
）　

元
脫
脫
等
撰
（
一
九
七
七
、
八
六
九
八
頁
）。

（
（8
）　

こ
の
㊮
料
に
つ
い
て
は
本
稿
を
ご
査
讀
頂
い
た
先
生
よ
り
ご
敎
示
を
賜
っ
た
。
謹

ん
で
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
（9
）　
『
元
刊
雜
劇
三
十
種
』、「
新
編
嶽
孔
目
借
鐵
拐
李
還
魂
」
の
刊
行
年
代
等
に
つ
い

て
は
赤
松
紀
彥
、
井
上
泰
山
、
金
文
京
ほ
か
編
（
二
〇
〇
七
）
小
松
謙
氏
に
よ
る

「
解
說
」（
十
一
−十
四
頁
、
十
七
頁
）
を
參
照
し
た
。

（
（0
）　

王
季
思
主
編
（
一
九
九
九
、
一
五
六
頁
）。

（
（（
）　

王
稼
句
點
校
編
纂
（
二
〇
〇
五
、
二
一
二
頁
）。

（
付
記
）
本
稿
は
「
第
一
回
中
國
方
言
文
化
國
際
學
術
討
論
集
會
」（
二
〇
一
二
年

三
⺼
七
日
、
於
金
澤
大
學
サ
テ
ラ
イ
ト
プ
ラ
ザ
）
で
の
口
頭
發
表
に
基
づ
く
。


